
 

件   名 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

主 管 課 都市計画課 

根拠法令等 
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成 23 年 4 月 27 日公布、

平成 23 年 10 月１日施行） 

【改正の概要】 

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律により、「雇用・能力開発機構」が解散し、

その業務が「高齢・障害・求職者雇用支援機構」に継承された。 

風致地区内において建築物の新築・増改築、木材の伐採などの行為を行うにあたり、許可を受

けることが不要となっている法人について、独立行政法人雇用・能力開発機構を独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構に変更するもの。 

 

 

 

 

施 行 日 平成 23 年 10 月１日 

【その他参考事項】 

 

 

 

 

 

 

 


